
（１）国際会議におけるＡＫＦのお披露目

２００１年５月、ローマにいた。

公文書管理の国際標準規格であるＩＳＯ１５４８９を

制定したＳＣ１１委員会（公文書管理委員会）に、

日本委員として出席するためだ。

ＳＣ１１は、１６か国の委員からなるが、筆者が初

日に参加していたＷＧ（ワーキンググループ）に二

人の自治体職員がいた。英国の州政府の情報資源部

長と、豪州の市役所の公文書管理担当部長である。

初日の会議が終わろうとするとき、彼らは筆者に、

日本の自治体のファイリングシステムの実態説明を

求めた。

わが国の自治体ファイリングシステムもさまざま

なグレードがあるが、特定非営利活動法人行政文書

管理改善機構（ＮＰＯ法人ＡＤＭｉＣ）が提唱し、

五十余の市町村で構築されている「行政ナレッジ・

ファイリング」（ＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅＫｎｏｗｌｅｄｇｅＦｉｌｉｎ

ｇ ; ＡＫＦ。以下、単に「ＡＫＦ」という。）の運

用実態を説明することにした。

図らずも、国際的な公文書管理の専門家によって、

日本のＡＫＦはローマで評価を受けることになっ

た。

（２）何のために構築するのか、その目標と目的を明

確に設定しているＡＫＦ

説明に先立って、まず彼我のファイリングシステ

ムを比較検討するために、「何のために」構築する

のか、その目標と目的は何か、とたずねてみた。

彼らは、答えに窮していたが、特段に目的など意

識していない、「必要悪」のようなものだ、とのこ

とであった。

そこで、ＡＫＦは、当面の目標（低いレベルの目

的）を、「行政事務の効率化支援」に置いていると

し、一般に文書検索に無駄な時間と人件費をかけて

いる実態に照らして、ＡＫＦでは担当者が担当業務

の完結文書や進行中の未完結文書でも「即時検索」

できるのは当然であって、たとえ担当者が不在でも

他の職員又は管理職が即座に検索するという「他者

検索」も確保できることで、相当に行政事務の効率

化を支援できると説明した。

また、到達すべき目的を「意思決定の最適化支援」

に置いているとし、一般にファイリングシステムは

情報をどのように管理するかが目的になっている実

態に照らして、ＡＫＦでは、意思決定の判断材料で

ある情報を、活用し易いように管理することで、間

接的に意思決定の最適化を支援できると説明した。

つまり、情報管理は手段であって目的ではないとの

考え方を示した。

また、主たる目標や目的ではないが、ＡＫＦは併

せて挙証説明責任を全うするためと、コンプライア

ンス適合を証明するためにも、機能させることを意

図していると説明した。

いつの間にか、他のＷＧの委員らも我々の周りに

集まってきていたが、いままで等閑に付されていた
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ファイリングシステムの目標と目的を、ＡＫＦは明

確に指標化していることと、「情報管理は手段、情

報活用が目的」との説明に、フランスの委員は目か

らウロコが落ちた思いだ、との感想を述べていた。

なお、会議の最終日の４日目、筆者が提案した

「ＩＳＯ１５４８９の目的を、意思決定の最適化支援と

し、説明責任とコンプライアンスの支援を副次的に

添えるという構成にすべきである」との修正案は、

本会議で採択された。

（３）担当者がいなくても、即座に「他者検索」で

きるＡＫＦ

ただ、そのとき、辛口で鳴るスウェーデンとカナ

ダの二人の委員から質問が出た。ＡＫＦでは、「即

時検索」と「他者検索」が確保されるので、検索時

間の短縮などの行政事務の効率化を支援できるとの

ことだが、具体的にはどれぐらいの時間を要するの

か、との質問であった。両国では、民間の話だが、

担当業務に関する文書であれば、二～三分で即座に

検索できるとのことであった。

筆者は、自治体での実績であるが、ＡＫＦでは担

当業務に関する文書なら、担当者は１５秒とはかか

らないで「即時検索」ができる。また、当の担当者

が不在の場合は、他の担当者や課長が検索すること

になるが、その場合でもＡＫＦでは３０秒とはかか

らないで即座に「他者検索」できる。これが実績値

であると説明した。しかし、フランスやオーストラ

リアの委員らは信じられないと騒ぎだし、英国の委

員は「他人の文書を探すなど、そのような他者検索

は絶対に出来ないよね」と、米国の委員に同意を求

めていた。

そこで、筆者はノートパソコンに入っていた動画

を見せた。北海道ニセコ町における他者検索現場の

テレビ放映ビデオ（北海道文化放送）である。総務

課長が商工観光課長に対して文書の件名を読み上

げ、その文書をキャビネット（文書整理タンスのよ

うなもの）から取り出させるという、他者検索を求

めている画像であり、それを時計を持って計測し、

検索に要した時間を話す総務課長の画像が流れた。

その場面が、下の３枚の写真である。なお、商工観

光課長は、１か月前に異動してきたばかりであり、

３０秒未満での検索は困難かと思われたが、２０秒で

検索した。この事実を現す画像を見たことで、疑っ

ていた委員たちの騒がしい声は、驚嘆のうめき声に

変わった。

（４）高速検索と他者検索を可能にするＡＫＦの分

類マジック

こうした高速検索と他者検索を可能にしているの

は、検索の手段である文書分類に秘訣があるのでは

ないかとの、専門家らしい意見も出た。

ＡＫＦの分類は、各職員が文書を手に取りながら、

まず小分類を作り、次に中分類を確定してから大分

類を作るという、「ツミアゲ式」階層分類を行う。
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階層分類が確定したら、大分類名を参考にしながら、

検索性の思考過程順に大分類を順序よく配列できる

よう「序列」を組んで水平分類とする。各大分類の

下の中分類についても同様に序列を組む。

下から積み上げる階層分類の方法は、ある程度理

解できたとしても、水平分類の考え方はどの委員に

もまったくの未知であったらしく、その技法は皆目

見当がつかないようであった。説明を求められたが、

「それは東洋のマジックである」、と煙に巻くに留め

た。

『自治大阪』の読者の方々には、本連載中にどこ

かで説明する予定である。

（５）職員と住民の支持を取り付けているＡＫＦ

引き続き、二人の自治体職員の委員に、ファイリ

ングシステムを導入すると職員や住民にとってどん

な良いところがあるのかとたずねた。彼らの答えは、

そんなこと考えたこともないので、わからないとの

ことだった。

むろん、ＡＫＦを実践することで、職員からは仕

事が楽になったと感謝され、ＡＫＦに対する支持を

取り付けている、と説明した。つまり、自ら担当す

る仕事に関する文書は１５秒未満の時間で超高速

「即時検索」ができ、たとえ担当者がいなくてもそ

の文書を３０秒未満で即座に「他者検索」できるこ

とで、検索時間の短縮と組織効率の向上などの行政

事務の効率化を支援しているからである。また、そ

のことで、公文書管理担当部門に対する職員からの

信頼が一層強いものになっている。

また、住民にとっては、情報公開対象の文書、た

とえそれが進行中の文書であれ、電子文書であれ、

そのすべての文書が情報公開目録に登載されること

で、住民と行政と情報の共有化が促進され、住民自

らがその共有情報を活用することにより、主体的に

考え行動することに役立ち、ひいては住民自治への

道を拓くことにもつながるので歓迎されている、と

説明した。ただ、職員と住民に支持されない、内部

管理のための管理に終始するファイリングシステム

は、まさに必要悪であろう、と口を滑らせてしまっ

たが、少々言い過ぎたようである。

（６）海外におけるＡＫＦ指導

東アジアの非英語圏の日本で、明確な目標と目的

を設定してそれを達成し、高速検索と他者検索を担

保し、かつ職員と住民の支持を取り付けているＡＫ

Ｆが、実際に運用されていることを目にして、多く

の委員は一様に驚きを隠せないようであり、その先

進性について認識を新たにしたようであった。

その後、ＩＳＯの会議のたびに、ＡＫＦをわが国

に導入したいので、指導に来てくれという申し入れ

が次第に増え、現在は７か国になっている。

また、自国の機関誌にＡＫＦを紹介してほしいと

の要請もあり、既に英国とフランスの関連機関誌に

掲載している。次頁の写真は、昨年の１２月に発行さ

れたフランスの機関誌の表紙と記事である。記事に

載せられている写真は、ＩＳＯのシドニー会議の際

に、フランスの委員が撮ったものである。

併せて、二つの国から公文書管理についてのアド

バイスを求められている。一つは、オーストラリア

だが、公文書管理とコンプライアンスについて、特

に公文書管理に係る業務監査を行う際のチェックリ

ストの作成及び監査時の質問の抽出等の依頼を受け

た。他の一つは、アメリカだが、公文書管理と倫理

についてのアドバイスが求められたので、その理論

的骨格と、実務に役立てられるように工夫したツー

ルキッドとを提供した。

ＩＳＯのＳＣ１１に参加していない国からは、台

湾とパラオ共和国からＡＫＦの指導依頼がきてい

る。パラオ共和国からは、国務大臣の特別補佐官が

来日し、ＮＰＯ／ＡＤＭｉＣの東京研修所を訪ねて

来て、これまで行っていたアメリカ式のファイリン

グが破綻しているので、ＡＫＦに切り替えたいと思

うが、指導をお願いできるか、というものであった。

なお、本号が出版されているころは、筆者は台湾

の台北で指導している。二度目の指導である。

こうして、わが国では、既に五十余の自治体で構

築されているＡＫＦではあるが、ローマから始まっ

た国際的な普及は、まだ緒についたばかりといえよ

う。
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ＡＫＦが国際的に評価されたポイントはいくつか

あるが、本号では、高速検索性について考える。

（１）職員が担当する業務に係る文書を「即時検索」

できるようになると、どのような効果が期待できる

か。また、（２）職員が担当していない業務に係る文

書を即座に「他者検索」できるようになると、どの

ような効果が期待できるか、について検討する。

なお、「他者検索」の事例紹介は、後で行う。

（１）担当業務の文書は「１５秒未満で即時検索」の

効用

①机の上に積んでいる文書の検索は、３分以上か

かる？

１９８４年に総務庁のお手伝いをして、国の行政

機関における公文書管理の適正化に関する調査研

究をしたことがある。決裁・供覧後の文書はとも

かくも、進行中の文書や資料などは、担当者の自

己手元保有となり、机の上などに積み重ねられて

いることが多く、担当者しか検索できない状態に

なっていることが多かった。そこで、机の上に積

んである文書の中から、必要な文書を検索するの

にどれぐらいの時間を要するかを調査した。その

結果、３分以上の時間を必要だとする人が、約８

割近くの７８．２％を占めていた。

②改善前は、一人当たりの文書保有量は６万枚、

１件の検索が３分間

旧通産省の調査によると、公文書管理の改善を

していない職場では、一人当たり約６万枚の文書

や資料を持っている。文書を検索するのに要する

時間が、一人当たり平均２０分間／日だという。こ

の調査では、一人の職員が１日に検索する文書の

件数が、明らかにされていなかったが、仮に１日

５件の文書を探すとすると、１件当たりの所要時

間は４分間であり、１０件探すとすると２分間と

いうことになる。中間をとるとすれば、１日当た

りの検索件数は７件、１件当たりの検索時間は３

分間ということになる。

③ＡＫＦ導入後は、一人当たり１２,０００枚／人、

１件の検索が１５秒間

ＡＫＦの導入後は、一人当たりの保有文書量は、

約１２,０００枚程度に削減される。これを床の上に積

み重ねると１メートル２０センチぐらいになる。

「１５秒未満で即時検索」と「他者検索」
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我々は、これを１.２ｆｍ（ファイルメータ）と言っ

ている。

つまり、ＡＫＦ構築自治体の職員は、改善して

いない自治体職員の約２０パーセント、五分の一

の文書量で仕事をしていることになる。なお、Ａ

ＫＦ自治体の文書検索時間だが、担当者が自分の

仕事に関する文書を検索するのであれば、決裁・

供覧後の完結文書であれ、進行中等の未完結文書

であれ、１５秒未満で「即時検索」している。実

際には、５～６秒程度で検索している。

④ １００人の職員がいれば、１,８００万円／年の改善

効果

ＡＫＦ導入後は、如上の②のように１日７件の

文書を検索すると、所要時間は約２分間になる。

したがって、ＡＫＦを構築すれば、改善しないと

きよりも、１日当たり２０分－２分＝１８分間／人

の時間が節約できる。年間２４０日間働くとすると、

７２時間／年の労働時間を生み出すことができ、

他の本来業務に振り向けることも可能になる。

この生み出された年間労働時間を人件費に換算

してみる。自治体職員の年収を５００万円とすると、

平均時給２,５００円（年給５００万円÷２,０００時間／

年）となり、これに生み出された労働時間の７２

時間／年をかけると、年間１８万円／人の人件費が

節約できる。職員が１００人の自治体であれば、年

間１,８００万円の人件費が節約できることになる。

５００人ならば、９,０００万円の人件費が節約できる

ことになる。

なお、改善に要する委託料等のソフト委託料及

び容器・用具等のハード経費を併せても、如上の

１年間の節減金額の二分の一以下になり、費用対

効果は極めて高いといえよう。

（２）職員が担当していない業務に係る文書を「他

者検索」する必要性

①そもそも「他者検索」は不可能？

先に述べた総務庁での調査の際に、職員が担当

していない業務に係る文書を検索という「他者検

索」に要する時間を調査しようと考えた。しかし、

他人の文書を探すこと自体が不可能であるとし

て、調査することの意味を持ち合わせないとされ、

調査項目から割愛された。つまり、担当者の手元

にある文書は、担当者以外の職員には検索は不可

能であるとの見解であった。

②文書の私物化容認意識は許されない時代になっ

た

なるほど、職員の中には、「文書は自分しか見

ない」「自分が探せられればそれでよい」「他人に

文書を見られたくない」「他人が自分の文書を探

すわけがないし、私も他人の文書は探さない」

「文書を机の周りにおいて退庁しても、だれも文

句を言わない」等の、文書の私物化を容認する意

識があるものと思われる。

むろん、地方自治の本旨によるまでもなく、

「文書は行政と住民との共有財産」である。また、

今日自治体が標準装備化している情報公開は、こ

の文書は行政と住民との共有財産であるとの基本

理念に立脚している。だからこそ、情報公開条例

では、住民に文書の開示請求権を付与したのであ

り、行政に文書公開の義務を負わせたのである。

そこには、行政と住民との情報の共有化が制度保

障されているといっても過言ではない。

なお、ここでいう「文書の私物化」とは、「情

報共有化」の反語である。今日の自治体に求めら

れる「情報共有化」下における文書管理は、組織

共通のルールによって、情報を分類し管理して共

有し、だれでもが情報の所在確認ができ、だれも

が即座に検索できる状態を指す。一方、「文書の

私物化」とは、机の周りに文書を放置する等の自

己流のお片づけをするが、自分で文書の所在確認

ができず、したがって即座に検索もできない状態

を指す。

③行政内部の情報共有化の実質確保と「他者検索」

文書は、行政と住民との間において共有化され

るべきだが、その前に行政内部で共有化管理がな

されるべきと考える。行政内部の情報共有化の実

質を担保するには、職員が担当する業務の文書を、

机の周りに文書を放置する等の自己流のお片づけ

には無理があり、職員が担当していない業務に係

る文書を即座に検索するという「３０秒未満で他
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者検索」が確保されねばならない。

それに、職員の文書私物化容認意識による、未

完結文書等の机上放置は、情報公開の対象である

未完結文書等の組織的隠蔽になりかねず、そして

情報公開目録不登載も誘発する。情報公開目録不

登載は、情報公開条例の違反ともなりかねない。

したがって、机の周りに放置されている未完結

文書も自己流お片づけから、組織共通ルールによ

って、分類・管理されるべきであり、だれでもが

情報の所在確認ができ、だれでもが即座に検索で

きる状態、つまり情報共有化へ移行すべきである。

移行し得たとの確証は、職員が担当していない業

務に係る文書を即座に「他者検索」できることに

よってのみ確保され得る。

「他者検索」の必要性はここにある。また、

「他者検索」が確保されることは、自己業務文書

における「即時検索」性の保障にもつながる。

（１）「他者検索」実施の経緯

ＡＫＦは、３か月間で導入が完了し、完了と同時

に目標も達成する。目標の達成は、「３０秒未満で他

者検索」が確保されたかどうかで確認できる。

筆者が、１９８０年代の後半から、日本の自治体の

職員は、「他者検索」に耐えられる実力があること

に気付き始めていた。それは、ちょうど試行錯誤し

ていた分類手法、特に「ツミアゲ式」階層分類と、

検索の思考過程順に「序列」を組む水平分類との複

合分類に一定の理論と実務を固めつつあった頃と重

なる。やがて、ＡＫＦ導入完了の目安に、その所要

時間をタイム・スタディするＡＫＦ導入のカリキュ

ラムを組むようになったのは、１９９０年ごろからで

ある。それは、当時の文書管理のコンサルテーショ

ンの世界では、だれも手を着けていない、本邦初の

ものであった。

なお、当時のコンサルタント業界は、ファイリン

グシステムの容器（キャビネット等）や用具（フォ

ルダ等）を販売することを目的としている什器メー

カー付属のコンサルタントが、主流であった。しか

し、コンサルタントが雇用されている什器メーカー

は、物を売ることが主目的であり、物がスムーズに

使われ、クレームがつかないようにすることであっ

た。そこで、同販売会社所属のコンサルタントは、

所属会社の容器・用具を使いこなしてもらうための

「取扱い説明」的な役割が主になっていた。したが

って、管見する限り、砂浜で一つの砂粒を探すよう

な「他者検索」を指導の一環として取り入れている

ところまでは考えの内に入っていない。そして、

「他者検索」を実施しているコンサルタントは、現

在に至ってもいない。

しかし、「３０秒未満で他者検索」を達成すること

は、公文書管理の根本問題である文書の私物化容認

意識を払拭することにつながる。そして、職員自身

の担当業務の文書の「即時検索」の保障にもなる。

先にも述べたように、文書の超高速検索により、楽

に速く文書が取り出せるＡＫＦは、職員に支持され、

ＡＫＦを評価選別した文書担当職員に対する信頼感

が強まる基ともなってくる。

（２）「他者検索」の実施方法

「他者検索」が確保されているどうかの達成度確

認は、次のような手順で実施する。

まず、総務課の職員が、事前に抽出しておいた文

書の、件名、受発信者及び発信日付などを、達成度

確認時に、指導している専門アドバイザー又は総務

課長が読み上げる。その文書を、作成又は収受した

担当者以外の、別の係の職員を指名し、検索しても

らう。

課の事務事業内容や規模によっても異なるが、一

般に一つの課は、約４万件、１２万枚程度の文書を

保有している。進行中の文書も対象にし、その中か

ら、一件の文書を、その件名を頼りに検索すること

になる。そして、探せればよいというわけではなく、

その文書が即座に、複数の職員が検索するのだが、

その平均検索時間が３０秒未満で取り出せることを

求め、そしてそれを課長等の管理職にもそれを求め

る。

海外で指導していても思うことだが、日本の公務

事例紹介／担当者がいなくても
１０秒台で取り出す「他者検索」
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員の資質が極めて高いことに気付く。ＡＫＦに普通

に取り組んでさえいれば、「３０秒未満で他者検索」

を達成している。これまで達成できなかった課はな

い訳ではないが、極めて稀であり、例えば、会計検

査が急に入ってきたなどといった相当な事情による

ものであった。

そして、「３０秒未満で他者検索」を達成した自治

体は、ＡＫＦをしっかりと維持して行き、定着させ

ている。

それでは、２市２町の「３０秒未満で他者検索」

の生データを、以下に紹介する。

（３）埼玉県旧浦和市（人口：約４８万人、職員数：

約３,６００人。）

①ＡＫＦ導入経緯

具体的には、次のとおりである。

・平成７年度：６課導入（モデルブロック）

・平成８年度：７２課導入（第１～３ブロック）

・平成９年度：７８課導入（第１～３ブロック）

・平成１０年度：６１課導入（第１～２ブロック）

計２１７課に導入した。

旧浦和市のＡＫＦは、文書の私物化を排除して

課としての共有化を図り、作成・取得した文書の

一切を手元から放して退庁時には課の共有キャビ

ネットに収納し、かつ検索性を高める用具を使う

ことで、事務室内保管文書は担当以外の職員や管

理職などが検索したとしても、だれもが３０秒未

満で即時検索できるように構想した。

②「３０秒未満で他者検索」の結果

旧浦和市で実際に他者検索を行ってみたとこ

ろ、平成９年度実績では、事務室内の保管文書の

検索時間は、１件当たり平均１４秒であった。これ

は、１課当たり３件程度の文書を取り出して件名

を読み上げ、担当係以外の他係の職員又は管理職

が文書を「他者検索」する方法で計測した。課別

の他者検索結果の詳細はわからないが、当時、導

入が完了していた１５６課の平均「他者検索」時間

は、平均１４秒間であった。

このように、担当者がいなくても文書が取り出

せるようになり、組織効率が高まった。むろん、

自身の担当業務の文書であれば、ほんの数秒で即

時検索できていた。

こうして文書の適正管理の目標である行政事務

の効率化が達成された。

③「３０秒未満で他者検索」で、年間１８時間の労

働時間を創出し、年間６億円弱の人件費を節減

「他者検索」と「即時検索」が確保された結果、

次のような効果が出た。導入以前は、文書を検索

するのに使っていた一人当たりの無駄な時間は、

一日平均２０分間であり、年間８０時間強であった。

ＡＫＦ対象職員数の２,５００人で換算すると、全庁

的に１８万時間の労働時間を毎年創出したことに

なる。これを人件費に換算すると、毎年６億円弱

の経費を節約したことにもなる。ＡＫＦ導入に投

資した金額が２億円であるから、対投資効果は極

めて高いといえる。また、このほかにも、不要文

書を廃棄したことによる有効ペースの拡大も無視

できない。

（４）宮崎県山田町（人口：８,３００人、職員数：約

１２０人）

導入経緯は平成１４年度に導入し、平成１６年度から

維持管理に移行し、現在に至る。

なお、山田町のファイリングシステム事業につい

ては、第一法規出版刊の『地域活性化戦略総合デー

タファイル』に「山田町のファイリングシステム導

入事業」として詳しく記されている。

山田町の「他者検索」の効果測定は、個別フォルダ

内の文書件名の読み上げではなく、個別フォルダの

名称を読み上げ、実際に担当者以外の他者職員がフ

ォルダを取り出すまでの時間を計測している。各課

別個別効果測定結果は、次頁のとおりだが、全体と

しては、抽出フォルダ数４９に対する検索所要時間

は４３９秒であったので、１人平均検索時間は１１.８７

秒となる。個別フォルダをヒットさせれば、その中

に入っている文書にたどり着くのに、３～５秒ぐら

いだと思われるので、一人平均検索時間は、１５～

１８秒程度と推測される。
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なお、下の写真は、ＡＫＦ導入前の写真と、導入

後の写真とを比較したものである。導入後の写真は、

本誌に登載するため、平成１７年７月１８日の退庁時に

全課の撮影をしたものである。すべての課で「退庁

時　机の上は　滑走路」となっており、進行中の文

書もすべてキャビネットに収納されていた。したが

って、情報公開目録には、公開対象文書であるすべ

ての文書が登載されることになる。また、税務課の

写真があるが、導入前には、机の上などに文書が放

置されていたが、すべての文書がキャビネットに収

納され、施錠管理されているので、個人情報保護の

観点からも望ましい状況を確保している。事業部門

の導入前後の写真も見ていただきたい。

14 自 治 大 阪 ◆ 2005 － 8

税務課：導入前 税務課：導入後 

「非事業部門」における導入前と導入後／宮崎県山田町

建設課：導入前 建設課：導入後 

「事業部門」における導入前と導入後／宮崎県山田町

各課別個別効果測定結果（宮崎県山田町）
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（５）静岡県菊川市（人口：約５万人、職員数：約

３２０人）

菊川市は、平成１７年１月１７日に、旧菊川町と旧小

笠町が対等合併をした。旧菊川町はＡＫＦを導入済

みだったが、小笠町は簿冊であった。しかし、ＡＫ

Ｆに統一することに決まった後、小笠町はＡＫＦの

事前導入を合併直前に踏み切った。

今年４月からは、再構築を新市で行っており、前

頁の効果測定結果はその際のものである。文書の件

名はここには認めることを差し控えたが、当該文書

がどのような小分類名の個別フォルダに入ってお

り、個別フォルダがどの中分類名に入って、その中

分類がどの大分類に入っているかが、一表でわかる

ようにした。「他者検索」の測定方法は、文書の件

名を読み上げて、当該文書の担当者以外の係の職員

に、文書を抽出してもらうものである。課ごとに各

５件の効果測定を実施した。文書の抜いた個別フォ

ルダ名と効果測定結果を認めた。

なお、この効果測定は、平成１７年６月１６日に実施

された生データであるが、抽出した文書件数は、２０

件で、検索に要した時間が３５０秒であった。したが

って、一人当たりの平均時間は、１７．５０秒になっ

た。ただ、３０秒オーバー件数が、２０件中２件あっ

た。合併直後であるとの事情もあったかもしれない。

（６）長崎県時津町（人口：２９,０００人、職員数：約

１６０人）

平成１４年に導入し、全１７課の保管単位を二つのブ

ロックに分けて、それぞれ約三か月間で導入が完了

した。各ブロックごとに、全体研修以後、四回の現

場での実地指導を実施した。下表は、その指導最終

回のときの実績である（抽出文書数の違いは、職員

数の違いによる）。

他者検索の効果測定結果は、全体で９５件の文書

を抽出し、３０秒をオーバーしたのは９件のみであ

った。９割以上の文書を「他者」が３０秒とかから

ず取り出している。３０秒をオーバーした分も含め

た総検索所要時間は１２２１秒。一人平均は、１２.９秒

であり、目標の３０秒未満は十分にクリアしている。
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各課別個別効果測定結果（長崎県時津町）


